
はじめに

１８８９年に制定された明治憲法は、１８５０年プロイセン憲法をモデルにしたと

いわれている（１）。このプロイセン憲法は、１８３１年ベルギー憲法の影響を受け

ている（２）。そしてまた、ベルギー憲法は、フランスの１８３０年憲章を基礎とし

て「大部分逐語的に採用した」とされている（３）。このように、明治憲法は、

その源流に遡れば、プロイセン憲法→ベルギー憲法→フランス１８３０年憲章に
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つながることになる（４）。

そこで、本稿では、１９世紀に制定された立憲君主制の一群の憲法、すなわ

ち１８３０年フランス憲章（５）、１８３１年ベルギー憲法、１８５０年プロイセン憲法及び

１８８９年明治憲法のそれぞれの権利宣言規定を比較検討することにより、明治

憲法の権利宣言規定の意義及びその特質をできるだけ実証的に考察する。な

お、フランス憲章、プロイセン憲法及び明治憲法は、いうまでもなく、その

後廃止されたが（６）、ベルギー憲法は、たび重なる改正を経て現在でもなお有

効である。

（１）C．ボルンハーク、山本浩三訳『憲法の系譜』（法律文化社、１９６１年）１１６頁、

初宿正典「ドイツ憲法略史」高田敏・初宿正典編訳『ドイツ憲法集（第４版）』

（信山社、２００５年）５頁、宮沢俊義『憲法Ⅱ（新版）』（有斐閣、１９７１年）２４頁。

芦部信喜は、明治憲法の保障する「権利・自由の特色を一言で述べれば」「１８５０

年のプロイセン憲法に近似する『外見的人権宣言』であったことにつきる」と

している（『憲法学Ⅱ人権総論』（有斐閣、１９９４年）４２頁）。

（２）ボルンハーク・前掲注（１）１０７頁。宮沢は「ベルギー憲法の人権宣言は、その

後のヨーロッパ諸国に大きな影響を与えた。ことに１８４８年のフランクフルト憲

法の人権宣言や、１８５０年のプロイセン憲法のそれに対する影響は、多くの人の

指摘するところである」（前掲注（１）２３頁、また２４頁参照。）とする。芦部信

喜は、「プロイセン憲法は、立憲君主制の憲法である点では」「１８１４年と３０年の

フランス憲法および１８３１年ベルギー憲法と同じ類型に属する」としている（前

掲注（１）１４‐１５頁）。清宮四郎によれば、ベルギー憲法は「１９世紀前半につくら

れたものとしては、かなり進歩的な内容をもち、しかも、法典として割合によ

くまとまっていたので、外国の憲法でこれにならったものも少なくない。１８４８

年のドイツのフランクフルト憲法、１８４９年のオーストリア憲法、１８５０年のプロ

イセン憲法などは、そのいちじるしい例であり、わが明治１３年の元老院の憲法

および明治憲法も影響をうけている」とする（「ベルギー憲法」宮沢俊義編『世

界憲法集（第４版）』（岩波文庫、１９８３年）６６頁）。また、高橋和之は「ベルギー

国憲法（１８３１年制定）は、１９世紀の大陸諸国の憲法に大きな影響を与えたもの

であり、プロイセン憲法を介して明治憲法への影響も語られていた」（「はしが

き」高橋和之編『（新版）世界憲法集』（岩波文庫、２００７年）５頁）としている。

（３）ボルンハーク・前掲注（１）１００頁。武居一正は、ベルギー「憲法のモデルとし
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て、まずフランスの１７９１年９月３日憲法が『編』や『章』、『節』の区切り方の

参考とされた。ついで同じくフランスの１８３０年８月１４日憲法が大いに参照され、

着想源となった」としている（「ベルギー王国」阿部照哉・畑博行編『世界の

憲法集（第３版）』（有信堂、２００５年）４０９頁）。

（４）ボルンハークは、「ベルギー憲法圏」として、ベルギー憲法、プロイセン憲

法および明治憲法を挙げている（前掲注（１）９６‐１２４頁）。

（５）なお、１８３０年憲章は大筋において１８１４年憲章と変わらないとされている（野

村敬造『フランス憲法・行政法概論』（有信堂、１９６２年）１００頁、矢口俊昭「フ

ランス」阿部照哉編『比較憲法入門』（有斐閣、１９９４年）２２４頁、中村義孝編訳

『フランス憲法史集成』（法律文化社、２００３年）１３７頁）。

（６）１８１４年憲章は１８３０年憲章に取って代わられ、１８３０年憲章は１８４８年２月革命に

より廃止された（野村・前掲注（５）９９頁、１０５‐１０６頁）。プロイセン憲法はワイ

マール憲法の制定される前年、１９１８年まで効力を有していた（初宿・前掲注（１）

５頁）。明治憲法は１９４７年に形式的・手続的にはその「改正」としての日本国

憲法の実施に伴い失効した。

１．憲法の構成と権利宣言規定

各憲法の権利宣言規定をみる前に、権利宣言規定が憲法全体の中でどのよ

うに位置づけられているのかを検討しておく（７）。各憲法本文の構成は、次の

ようになっている（詳しくは、資料・表１を参照）。

フランス憲章→フランス人の公権、国王の統治形態、貴族院、代議院、大

臣、司法組織、国家によって保障される特別の権利、経過規定。

ベルギー憲法→領土とその区分、ベルギー人とその権利、権力（議院、国

王と大臣、司法権、州と市町村の制度）、財政、武力、一般規定、憲法の改

正、経過規定。

プロイセン憲法→国家の領土、プロイセン人の権利、国王、大臣、議会、

裁判権、裁判官の地位に属さない官吏、財政、市町村・郡・県・州の連合、

一般規定、経過規定。

明治憲法→天皇、臣民権利義務、帝国議会、国務大臣及枢密顧問、司法、
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会計、補則。

近代憲法にあっては、立憲主義の原理に基づき、憲法本文の構成において

共通項がみいだされうる。内容的に大きく権利宣言と統治機構の部分に分け

られ、統治機構の部分では三権分立原理を基に立法権、行政権及び司法権に

関してそれぞれ規定が置かれている。権利宣言規定の憲法構成上の位置並び

に、三権のうち議会（立法権）と国王・大臣（行政権）の位置関係は、それ

ぞれの憲法の基本原理を反映して微妙に異なっている。

ベルギー憲法とプロイセン憲法の場合、第１編「領土」と第２編「権利宣

言」は同様の構成になっている。ところが、統治機構の構成においてベルギー

の場合、国民主権原理を反映して、国民代表たる議院（代議院→元老院の

順）→国王と大臣→司法権の順で規定されているのに対し、プロイセンでは、

国王→大臣→議会→裁判権の順となり、国王の絶対性、行政権の優位が示唆

されている。

明治憲法は、その構成において、形式的には、ベルギー憲法やプロイセン

憲法よりもフランス憲章に近似している。フランスの場合、権利宣言が最初

に位置するものの、統治機構において国王→貴族院→代議院→大臣→司法組

織の順になっている。他方、日本の場合、天皇主権原理を如実に反映して、

天皇が権利宣言の前に位置し、天皇の絶対性が正に前面に押し出されている

のである。統治機構の部分では、フランスとほぼ同じく、帝国議会（貴族

院→衆議院の順で規定される）→国務大臣及び枢密顧問→司法の順になって

いる。権利宣言では、「日本人」の権利ではなく、君主（天皇）に服従する

「臣民」の権利が保障されるという形をとっている。また、その表題におい

て「権利」と並んで「義務」が併記されているのも特徴的である。さらに、

日本の場合、ベルギーとプロイセンにみられる地方自治制に関する部分は継

承されていない。
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（７）各国憲法の規定の翻訳にあたり、次の文献・資料を参照した。フランス→山

本桂一「フランス」高木・末延・宮沢編『人権宣言集』（岩波文庫、１９５７年）

１５４頁以下、ボルンハーク・前掲注（１）２２４頁以下、野村・前掲注（５）５７３頁以下、

中村・前掲注（５）１２３頁以下。ベルギー→ボルンハーク・前掲注（１）２３６頁以下、

今井威「ベルギーの憲法」京都大学憲法研究会編『世界各国の憲法典』（有信

堂、１９６５年）７９４頁以下、清宮・前掲注（２）６９頁以下、武居・前掲注（３）４１６頁以

下。プロイセン→山田晟「ドイツ」高木・末延・宮沢編『人権宣言集』（岩波

文庫、１９５７年）１６９頁以下、ボルンハーク・前掲注（１）２５０頁以下、倉田原志・

初宿正典「プロイセン憲法」高田・初宿編『ドイツ憲法集（第４版）』（信山社、

２００５年）１７頁以下。さらにインターネット上の資料として、Verfassungen der

Welt（http://www.verfassungen.de/un/）、CONSTITUTION FINDER（http://

confinder.richmond.edu/）、International Constitutional Law（http://www.ser-

vat.unibe.ch/icl/）に収録されているもの。

２．１８３０年フランス憲章

フランスの権利宣言は、「フランス人の公権」という表題の下に１１ヵ条か

らなる。まず法律の前の平等がうたわれ（１条）、次いで、その資産に応じ

て等しく国の租税に協力することが定められている（２条）。さらに、平等

の公務就任権（３条）、人身の自由（liberté individuelle）（８）の平等の保障、

訴追・逮捕の要件の法定（４条）、信仰告白・礼拝の自由（５条）、ローマ・

カトリック教、その他のキリスト教教派の聖職者に対する国庫からの俸給

（６条）、法律の範囲内で意見を公表し出版させる権利、検閲の禁止（７条）、

所有権の不可侵、所有権の間の差別の禁止（８条）、事前の補償による所有

権の制限（９条）、王政復古までに表明された意見・投票についての取調の

禁止（１０条）、徴兵の廃止、陸海軍の募兵方法の法定（１１条）を規定する（詳

しくは、資料・表２を参照）。

以上とほぼ同じ規定をもつ１８１４年憲章の権利宣言につき、宮沢俊義は、そ

れは「国家に先立つ自然権としての『人間』の権利ではなくて、『フランス
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人の権利』を宣言した（９）」とし、この憲章は、「国王が神の恩寵によりフラ

ンスに君臨し、憲法をフランス国民に与えるという欽定憲法」「の立場に立

つものであるから、その人権宣言がきわめておざなりなもの、あるいは、熱

意のうすいものであったことは、当然である（１０）」とする。そこで「この人

権宣言は、形式的には、伝統的な人権宣言と似ているが、本来の意味の『人

権』をその内容としたものでないことにおいて、外見的人権宣言と呼ばれる

べきものである（１１）」としている。

芦部信喜も、１８１４年憲章の権利宣言につき同趣旨の評価を与えている。す

なわち、「それは、フランス人に認められる若干の自由を表明したもので、

真の権利宣言ではない。それらの自由は、君主制国家がその政治課題を遂行

するうえで、いわば反対や不満を『鎮静させる作用』として止むなく認めた

ものにすぎず、規定の仕方は制約的で消極的である。したがって、憲法上の

権利・自由として実定化されたとはいえ、本来の意味の『人権』ということ

が難しい点で、宮沢俊義の言うように『外見的人権宣言』と呼ばれるべきも

のである」とし、「１８３０年の開明的な立憲君主制憲法（西岡注、１８３０年憲

章）で保障された『フランス人の公権』の諸規定も、その基本的な性格は異

ならない」とする（１２）。

（８）文献の一部では、「個人的自由」（山本・前掲注（７）２３１頁）、「個人の自由」（野

村・前掲注（５）５９４頁、中村・前掲注（５）１３８頁）と訳されているが、「人身の自

由」の意味と解される。宮沢と芦部は１８１４年憲章の同様の規定を「人身の自由」

と訳している（宮沢・前掲注（１）２０頁、芦部・前掲注（１）１２頁）。

（９）前掲注（１）２０頁。

（１０）前掲注（１）２１頁。また宮沢は次のようにもいう、「フランス人の公権」とは

「神権王制が、いやいやながら、フランス人に認めた権利を意味していた」（前

掲注（１）８４頁）。

（１１）宮沢・前掲注（１）２１頁。

（１２）芦部・前掲注（１）１２頁。ボルンハークもまた、１８１４年憲章につき「憲法は、
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１２ヶ条の、ひかえ目な範囲における基本的人権ではじまっていた。しかしなが

ら、それは、もはや人間のまったく平等な本性から発展するところの普遍的な

人権ではない。基本的人権はフランス人の公権として実定権となった」として

いる（前掲注（１）６５頁）。

３．１８３１年ベルギー憲法

ベルギーの場合、権利宣言は「ベルギー人とその権利」という表題の下に

２１ヵ条からなる。まずベルギー人の資格の取得・保持・喪失、政治的権利行

使の要件（４条）が定められている。続いて以下の権利・自由等が保障され

ている。帰化（５条）、身分制の否定、法律の前の平等、公務就任権（６条）、

人身の自由（１３）、訴追の要件、逮捕の要件（７条）、裁判を受ける権利（８条）、

罪刑法定主義（９条）、住居の不可侵、住居捜索の要件（１０条）、所有権の不

可侵、公用収用の要件（１１条）、財産没収刑の禁止（１２条）、民事死の廃止

（１３条）、信教の自由、公開の礼拝の自由、意見表明の自由（１４条）、一宗派

の行事・儀式への参加強制の禁止（１５条）、宗派の聖職者の任命・就任の自

由、聖職者とその高位聖職者の通信等の自由、民事法上の婚姻の優位（１６

条）、教育の自由、公教育の法定（１７条）、出版の自由、検閲の禁止（１８条）、

集会する権利、法律によるその権利行使の規制、事前許可の禁止、屋外集会

におけるその例外（１９条）、結社の権利（２０条）、請願権（２１条）、信書の秘

密の不可侵（２２条）、国内で通用する言語使用の自由とその例外（２３条）、公

務員の行政行為に対する訴追（２４条）（詳しくは、資料・表２を参照）。

以上のように、平等権・平等原則、公務就任権、人身の自由、精神的自由

については信教の自由、礼拝の自由、意見表明の自由、通信の秘密、集会・

結社の自由、教育の自由など、経済的自由に関連しては所有権、国務請求権

としては裁判を受ける権利、請願権、公務員に対する訴追権が保障されてい

る。それぞれの権利の制限については、一部のものを除き憲法上明記されて
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いない。例えば、信教、礼拝、意見表明の自由に関して、これらの自由が保

障されるとした上で、「但し、これらの自由の行使の際に行われた犯罪の処

罰は除く」としているが、出版の自由（１８条）や結社の権利（２０条）につい

て、それらの制限は言及されていない。また、義務に関する規定が権利宣言

には置かれていないことは注目される。このあたりにも、ベルギー憲法の優

れて自由主義的性格をみることができよう。但し、ベルギー憲法の場合、実

際には、公教育の法定に関する規定（１７条２項）から教育の義務、租税法律

主義に関する規定（１１０条）等を含む第４編「財政」及び、徴兵方法を法律

事項とする規定（１１８条）等、軍に関する条項から成る第５編「武力」から、

納税と兵役の義務があると解されている（１４）。

ベルギー憲法はフランス１８３０年憲章をモデルとしたとされているが、両者

の権宣言規定を比較した場合、一部、共通の規定（例えば、法律の前の平等、

公務就任権、人身の自由、所有権の不可侵、信仰・礼拝の自由、意見表明の

自由、検閲の禁止）がみられるものの、量的にも質的にもかなり違いがある。

ベルギーでは、新たに、身分制の否定、裁判を受ける権利、罪刑法定主義、

住居の不可侵、宗派の行事・儀式への参加強制の禁止、教育の自由、公教育、

集会・結社の自由、請願権、信書の秘密、公務員の行政行為に対する訴追な

どが規定されており（参照、資料・表２）、はるかに自由主義的である。

芦部はベルギー憲法とその権利宣言につき、宮沢の所説（１５）を引用して次

のように評価している。ベルギー憲法は「国民主権を基本とする立憲君主制

のもとに、自由主義・民主主義の要素を広汎に取り入れた憲法である。その

ため、第２編の権利宣言は、『ベルギー国民およびその権利』と題され自然

権を実定化したという考え方は示されていないが、１８１４年フランス憲法のよ

うな外見的人権宣言と言うことはできない（１６）」とする。

－２６８－
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（１３）仏語では liberté individuelle、独語では persönliche Freiheit、英訳では Indi-

vidual freedom。日本では一般に「個人の自由」と訳されているが（ボルンハー

ク・前掲注（１）２３６頁、清宮・前掲注（２）、武居・前掲注（３）４１７頁）、「人身の自

由」と訳すべきであろう。ちなみに、宮沢は「人身の自由」とする（前掲注（１）

２２頁）。

（１４）芦部・前掲注（１）１０１‐１０２頁。

（１５）前掲注（１）２２‐２３頁。

（１６）前掲注（１）１５頁。なお、ベルギー憲法は６次にわたる改正を経て現在でも有

効である（武居・前掲注（３）４０９‐４１０頁）。１９９３年の第６次改正で憲法制定以来

はじめて権利宣言に新しい権利が追加された（武居・同上４１０頁）。具体的には、

私的及び家族生活の尊重に対する権利（２２条１項）、子どもの道徳的、身体的、

精神的及び性的無辱性の尊重に関する権利（２２条の２ １項）、人間の尊厳に

値する生活を送る権利（２３条１項）及び公文書の閲覧・複写入手権（３２条）で

ある。すなわち、プライバシーの権利、子どもの権利保護、生存権、国民の知

る権利・情報公開請求権に関するものである。人間の尊厳に値する生活を送る

権利として、特に次の権利が規定されている（２３条３項）。雇用及び職業の自

由な選択に対する権利、雇用の公平な条件及び公平な賃金に対する権利、情報

提供、協議及び団体交渉に対する権利、社会保障、健康の保護並びに社会、医

療及び法律援助に対する権利、相応の住居に対する権利、良好な環境保護に対

する権利、文化的、社会的発展に対する権利である。これらはいわゆる社会権

に属するものである。さらに、従来からの権利も補充強化されている。例えば、

政治的権利に関連してベルギー国籍を有しない欧州連合市民や欧州連合構成国

の所属民でないベルギー在住の外国人の投票権（８条３項・４項）、法律の前

の平等に関連して男女の平等（１０条３項）、イデオロギー的及び哲学的少数者

の権利及び自由の保障（１１条）、公選による公職への男女平等の就任の奨励、

内閣及び共同体・地域圏政府等の男女からなる構成（１１条の２）、教育の自由

に関連して共同体による両親の自由選択の確保、中立教育の組織、義務教育課

程の公立学校による公認宗教の一つについての教育と非宗教的道徳教育との選

択の提供（２４条１項）、教育に対する権利、義務教育の無償、義務教育に服す

る生徒の精神的または宗教的教育に対する権利（同条３項）、生徒・学生・両

親・教職員・教育機関の法律及びデクレの前の平等（同条４項）。

－２６９－権利宣言規定の比較研究（西岡）
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４．１８５０年プロイセン憲法

プロイセンの権利宣言は「プロイセン人の権利」という表題のもとに４０ヵ

条にわたり、４ヵ国の憲法の中では最も詳細なものである。しかし、ベルギー

とは対蹠的に、義務規定が導入され、また権利に対する法律の留保が明記さ

れている。

権利宣言において、まず、プロイセン人の資格及び公民の権利の取得等、

それらの要件の法定（３条）に関する規定が置かれている。続いて、法律の

前の平等、身分上の特権の禁止、平等の公務就任権（４条）が定められてい

る。

さらに、以下の規定が置かれている。人身の自由、その制限の法定（５条）、

住居の不可侵、住居への侵入・家宅捜査・信書及び文書の押収の法定（６条）、

裁判を受ける権利（７条）、罪刑法定主義（８条）、所有権の不可侵、公用収

用の要件（９条）、民事死・財産没収刑の禁止（１０条）、国外移住の自由とそ

の制限、退去金徴収の禁止（１１条）、宗教上の信仰告白・宗教団体の結成・

屋内及び公開の場での宗教活動の自由、宗教上の信仰告白と無関係な市民及

び公民の権利の享受、宗教の自由の行使に対する市民及び公民の義務の優位

（１２条）、宗教団体による社団法人の諸権利の取得（１３条）、宗教活動と関係

する国の施設とキリスト教の関係（１４条）、宗教団体の事務の独立性、礼拝

等の目的のための営造物・財団・基金の所有と享受（１５条）、宗教団体とそ

の上位団体との交際の自由（１６条）、教会保護権とその廃止の要件の法定（１

７条）、教会の役職を任じる際の任命、推薦、選挙及び承認の権利（１８条）、

民事婚の成立要件（１９条）、学問及び教授の自由（２０条）、公立学校による青

少年の教育、教育を受けさせる義務（２１条）、教育を行い、教育施設を設

立・管理する自由（２２条）、公立及び私立の授業施設・教育施設の国による

監督、官吏としての公立学校教師の権利・義務（２３条）、公立の国民学校の

－２７０－
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設立、国民学校による宗教の授業、国民学校の対外事務の管理、公立の国民

学校の教師の任用（２４条）、公立の国民学校の経費、国民学校教師に対する

収入の保障、公立の国民学校における教育の無償（２５条）、特別法による教

育制度の規律（２６条）、言語、文書、印刷物及び具象的表現により自己の意

見を自由に表明する権利、検閲の禁止、出版の自由の制限の法定（２７条）、

言語、文書、印刷物あるいは具象的表現による犯罪の、一般刑法による処罰

（２８条）、事前の当局の許可を受けることなく屋内で集会する権利、屋外の

集会の規制（２９条）、刑事法律に違反しない目的のために団体を組織する権

利、この権利と集会の権利の、公安の保持のためにする法律による規制、政

治的結社の制限及び一時的禁止（３０条）、団体結成権の付与あるいは拒否の

要件の法定（３１条）、請願権（３２条）、信書の秘密の不可侵、刑事裁判上の捜

索及び戦争の場合に必要な制限の法定（３３条）、兵役の義務（３４条）、軍隊の

構成、国民軍の召集（３５条）、武装力（軍隊）使用の要件（３６条）、軍の軍事

裁判管轄権、軍紀（３７条）、軍隊の集会の禁止、国土防衛隊の集会・結社の

禁止（３８条）、人身の自由、住居の不可侵・信書及び文書の押収の法定、集

会の自由、結社の自由、団体結成権の、軍における制限（３９条）、封

（Lehen）・家族世襲財産の禁止（４０条）、その例外（４１条）、土地所有に関

する処分権（４２条）（参照、資料・表２）。

以上のように、プロイセンの権利宣言では、ベルギーの権利宣言のカタロ

グがほぼ引き写されている（但し、ベルギーの規定する宗派の行事・儀式等

への参加強制の禁止（１５条）と公務員の行政行為に対する訴追（２４条）は継

受されていない）。これに対し、プロイセンに特有のものは、国外移住の自

由の保障（１１条）、学問及び教授の自由の保障（２０条。ベルギーでは「教育

の自由」の保障（１７条））とこれに続く学校制度に関する詳細な規定（２１条～

２６条）さらに兵役の義務（３４条）と、これに続く一連の軍隊に関連する諸規

定（３５条～３９条）及び土地等の所有に関する諸規定（４０条～４２条）にみられ

－２７１－権利宣言規定の比較研究（西岡）
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る（参照、資料・表２）。

ベルギーから引き写されたと思われる一連の規定にあっても、決して丸写

しではなく、プロイセン独自の工夫が随所にみられる。例えば、信教の自由

と表現の自由について、ベルギーでは両者が一括して規定され、「信教の自

由」、「公開の礼拝の自由」及び「意見表明の自由」が保障され（１４条）、ま

た出版の自由は別の条項で保障されている（１８条）。これに対し、プロイセ

ンでは、信教の自由と表現の自由が分離され、信教の自由については「宗教

上の信仰告白、宗教団体の結成」「並びに家屋及び公開の場で共同して宗教

活動をする自由」という形で文言上より厳密で明確な規定に改められ（１２条）、

また表現の自由は表現活動の一環としての出版の自由をも含む形で別に保障

されている（２７条）。そして、ベルギーでいう「意見表明の自由」について

は「言語、文書、印刷物及び具象的表現により自己の意見を自由に表明する

権利」という、より緻密な表現に改められている。

さらに、プロイセン的特徴として、権利の制限につき、明確な規定を置い

ている点を指摘しうる。ベルギーの場合、出版の自由（１８条）や結社の権利

（２０条）、信書の秘密（２２条）について特にそれらの制限に言及していない。

他方、プロイセンでは法律によるそれらの権利の制限が明記さているのであ

る（それぞれ２７条、３０条、３３条）。

ベルギーでは、すでにみたように、権利宣言において明文の義務規定は置

かれていない。これに対し、プロイセンの場合、教育の義務（２１条）と並ん

で兵役の義務（３４条）が規定され、これに次いで軍隊関連規定（３５条以下）

が置かれている（ベルギーでは軍隊に関連する規定は第５編「武力」の下に

置かれている）。さらにプロイセンでは、最後の「一般規定」の下に置かれ

ている「現行の租税及び公課は引き続き徴収され」（１０９条）の規定により納

税の義務が定められていたのである（１７）。

宮沢はプロイセン憲法とその権利宣言につき、この憲法は、その条文にお

－２７２－

（１２）



ける、ベルギー憲法との外形上の類似にもかかわらず、「どこまでも君主主

義」「を基本原理とするものであり、その結果として、その権利宣言も、外

見的人権宣言の性格をそなえていた（１８）」とする。芦部も次のようにいう、

「プロイセン憲法は、旧来の法伝統の上に君主政原理を色濃く加味した憲法

であり」、その「権利宣言は、一見ベルギー憲法の翻訳であるかのような規

定を少なからず含んではいるものの、実は外見的人権宣言の典型というべき

ものである（１９）」。

（１７）芦部・前掲注（１）１０１頁。

（１８）前掲注（１）２４頁。

（１９）前掲注（１）１５頁。芦部はその根拠として、①「プロイセン憲法で保障された

権利・自由（基本権）が、それ自体直接に法的意味を有しないプログラム的宣

言であり、それを執行するためには特別の立法を必要とするものであったこと」、

②「国家によって与えられたものであったこと」、③「権利と並んで義務が常

に強調されたこと」、④「憲法の最高法規性の観念がなく立法者の憲法違反に

対して何の救済策も存しなかったこと」、⑤「基本権の客観法的性質のみが強

調され権利性を認めることに著しく消極的であったこと」などを挙げている（同

上）。

５．１８８９年明治憲法

明治憲法の権利宣言は「臣民権利義務」の表題のもとに１５ヵ条で構成され、

以下の規定をもつ。

臣民の要件の法定（１８条）、均しく文武官に任ぜられ及びその他の公務に

就く権利（平等の公務就任権）（１９条）、兵役の義務（２０条）、納税の義務

（２１条）、法律の範囲内での居住及び移転の自由（２２条）、法律による逮捕、

監禁、審問及び処罰（２３条）、法律に定めたる裁判官の裁判を受くるの権利

（２４条）、法律の定めたる場合と本人の許諾がある場合を除く住所の不可侵

と捜索の禁止（２５条）、法律の定めたる場合を除く信書の秘密（２６条）、所有

－２７３－権利宣言規定の比較研究（西岡）
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権の不可侵と公益のため必要なる処分の法定（２７条）、安寧秩序を妨げず及

び臣民たる義務に背かざる限りでの信教の自由（２８条）、法律の範囲内での

言論著作印行集会及び結社の自由（２９条）、請願の権利（３０条）、戦時または

国家事変の場合における権利の制限（３１条）、陸海軍軍人の権利の制限（３２

条）（参照、資料・表２）。

以上のように、平等の公務就任権、精神的自由に関連しては信書の秘密、

信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由、経済的自由については居住移

転の自由と所有権の不可侵、一連の人身の自由、国務請求権に関しては裁判

を受ける権利と請願権が規定されている。

プロイセンの権利宣言の主要なカタログがほぼ継受されている。ただ、プ

ロイセンの公民の権利の取得等に関する規定（３条）、平等権に関連して平

等の一般原則を示す「法律の前の平等」と身分上の特権の禁止（４条）は継

受されていない（平等の公務就任権のみが継受されている）。また、「人身の

自由」（５条）という表現や、学問及び教授の自由とこれに続く学校制度に

関する規定（２０条～２６条）も継承されていない。それらは、当時の日本社会

の状況からみて「臣民」の権利の保障としてふさわしくないものとみたので

あろう。なお、居住移転の自由（２２条）は、ベルギー、プロイセンには規定

がなく（プロイセンでは、国外移住の自由の保障）、１８４９年フランクフルト

憲法や１８６７年オーストリア・ハンガリー帝国のいわゆる「１２月憲法」をモデ

ルにしたものと思われる（２０）。

それに対し、臣民の義務として兵役の義務が継承され、新たに納税の義務

が付加されている（２０条、２１条）。これらの義務の置かれている位置に注目

する必要があろう。プロイセンの場合、兵役の義務は諸権利の宣言のなされ

た後に置かれている。ところが、明治憲法では主要な権利の宣言の前に位置

しているのである（順を追えば、臣民の要件の法定→平等の公務就任権→兵

役の義務→納税の義務→居住移転の自由などの諸権利の宣言、となる）。原
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理的に権利よりも義務が優先しているのである。

その規定の方式は、フランス１８１４年憲章と１８３０年憲章における「納税の義

務」（正確には、「国の租税に対する平等の協力」（それぞれ２条））の位置に

近いといえよう。両憲章はほぼ同じ規定をもつが、法律の前の平等（１

条）→租税に対する平等の協力（２条）→平等の公務就任権（３条）→人身

の自由の保障（４条）の順で規定を置いているのである（資料・表２を参照）。

また、１８４９年フランクフルト憲法も参考にされたものと思われる。同憲法

１３７条は身分による差別の禁止、貴族の廃止（１項）、身分的特権の轍廃（２

項）、法律の前の平等（３項）、称号の廃止とその例外（４項）、外国からの

勲章受理の禁止（５項）を規定した上で、平等の公務就任権（６項）を定め、

兵役義務の平等とその代理の禁止を述べている（７項）。ここにおいて平等

の公務就任権→兵役の義務の順をみることができよう。

さらに、ベルギー、プロイセンと比べて、権利規定の簡潔さと権利制限規

定の用意周到さが目につく。各権利規定の簡潔さにつき、例えば、表現の自

由、集会の自由、結社の自由はプロイセンの場合、３ヵ条にわたって規定さ

れ、それぞれの自由について制限が明らかにされているのに対し、日本では

一括して法律の留保を付してわずか１ヵ条で処理されているのである。さら

に、各権利規定には法律の留保を含む制限がごく簡潔に周到に書き込まれて

いる。これでは一般の市民（正確には「臣民」）が条文を読んで具体的にい

かなる権利がどの程度まで保障されているのかを理解することはまず不可能

である。これからしても明治憲法は「一般市民のための憲法」でなかったこ

とは確かである。

（２０）フランクフルト憲法は「滞在し、住居を構え」る権利を「地所を獲得し、こ

れを自由に処分し、生活の糧を得るためのあらゆる事業を営」む権利と共に保

障し（１３３条１項）、また移住の自由を規定する（１３６条）。「１２月憲法」は５つ

－２７５－権利宣言規定の比較研究（西岡）
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の憲法的法律からなるが、権利宣言にあたるのは「国民の一般的権利に関する

１８６７年１２月２１日の国家基本法」である（高田敏「オーストリア連邦」阿部・畑

編『世界の憲法集』（有信堂、２００５年）１０１頁）。この国家基本法において「人

及び財産の移転の自由」が保障されている（４条１項）。

６．戦後の代表的なテキストにみる明治憲法の権利宣言規定の評価

戦後憲法学において明治憲法の権宣言規定はどのように評価されているの

であろうか。代表的と思われるテキストについてみておく。

いずれのテキストにおいても、明治憲法と日本国憲法の権利宣言規定を比

較することにより、両者のちがいが強調され、明治憲法の権利宣言規定の問

題点や限界が指摘されている（２１）。

例えば、宮沢俊義は「明治憲法の人権宣言が外見的人権宣言であったのに

対して、日本国憲法の人権宣言は、固有の意味の人権宣言というべきもので

ある」とし、「両者のちがいの主な点」を次のように列挙している（２２）。

①明治憲法の保障する権利は「憲法によって与えられたもの」と考えられ、

「天皇の『深いおぼしめし』によって人民に賜ったものという建前がとられ

た」。これに反して、日本国憲法の保障する権利は「論理的に国家や、憲法

に先立つ」「憲法以前の権利」である。

②明治憲法の権利宣言では、「法律の留保」が認められ、「そこでの制約は

もっぱら行政権に対するものであり、立法権に対するものではなかった」。

他方、日本国憲法の権利宣言は「法律の留保」を認めず、「それは立法権を

も拘束する。法律でそれを侵害することは許されない」。

③明治憲法で保障された自由ないし権利は「当時の諸外国の人権宣言にな

らって定められたものであるが、全体の条文の数も、わずか１５ヵ条であり、

主として自由権に相当するものが列挙されているだけであった。参政権に関

するもの」は公務就任権（１９条）だけであり、「社会権に関する規定はまっ

－２７６－
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たくなかった」。日本国憲法の権利宣言では「保障の対象として列挙された

範囲が非常にひろまっており、そのため条文の数も３１ヵ条になっている」。

④明治憲法の権利宣言には、その保障に対して大きな例外（軍人に関する

例外（３２条）、天皇の非常大権（３１条）、戒厳の制度（１４条）、緊急命令の制

度（８条））が定められていた。日本国憲法の権利宣言は「この種の例外を

いっさいみとめていない」。

⑤明治憲法の下では、「行政訴訟については、列記主義がとられ、しかも、

法律によるその列記は、決してじゅうぶんではなかった。したがって、人権

宣言の保障に違反して行政権によって人権の侵害がなされても、実際上これ

を訴訟で争う道がきわめて限られていた。日本国憲法では、行政訴訟につい

て概括主義をみとめることを憲法で保障した（３２条）。したがって、行政権

による人権の侵害に対しては、救済の道は、はるかに完備している」。

⑥明治憲法には、裁判所の法律審査権について「何らの規定がなく、裁判

所は、司法裁判所も、行政裁判所も、その判例で、そういう審査権をもたな

いと解していた。この解釈の下では、帝国議会と天皇とによって適法に制定

された法律の合憲性を裁判所は審査することができなかったから、ある法律

がはたして人権宣言の規定に違反するかどうかを最終的に判断する権は、ま

さしくその法律の制定者―すなわち、帝国議会と天皇―自身に属していたこ

とになる。こういう状態は、法律による人権侵害の危険に対する保障として

は、不完全なものであったといえる。日本国憲法は、これに対して、その明

文で、裁判所の法律審査権をみとめる。人権の制限を内容とする法律は、し

たがって、裁判所によって、その合憲性を審査され、憲法に適合しない場合

は、その適用を拒否される可能性がある。この点で、明治憲法にくらべて、

人権の保障はより完全になったといわれる」。

要するに、明治憲法の権利宣言規定の特質や問題点として、①明治憲法の

権利は人権（生来の自然権）ではなく、天皇が臣民に恩恵的に与えた「臣民

－２７７－権利宣言規定の比較研究（西岡）
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権」であったこと、②明治憲法の権利・自由は「法律の留保」を伴うもので

あったこと、③自由権規定が中心で、参政権については公務就任権を定める

にとどまり、社会権に関する規定は全くなかったこと、④天皇の非常大権と

軍人に関する例外を定めていたほか、戒厳や緊急命令に関する規定を置いて

いたこと、⑤行政訴訟につき列記主義がとられ、裁判所の法律審査権は認め

られなかったことが挙げられているのである（２３）。

（２１）宮沢・前掲注（１）２０４‐２１０頁、橋本公亘『日本国憲法（改訂版）』（有斐閣、

１９８８年）１１８‐１１９頁、伊藤正巳『憲法（新版）』（弘文堂、１９９０年）１８７‐１８９頁、

佐藤功『日本国憲法概説（全訂第５版）』（学陽書房、１９９６年）１４４‐１４６頁、芦

部・前掲注（１）４２‐４５頁）など。

（２２）宮沢・前掲注（１）２０４‐２０９頁。

（２３）参照、芦部・前掲注（１）４２‐４４頁。

おわりに

１９世紀後半に制定された明治憲法の権利宣言が、２０世紀半ばに制定された

日本国憲法のそれと対比して、以上のような問題点・限界をもつことは否定

できないであろう。しかし、明治憲法と同時代の憲法の権利宣言と比べてど

うであろうか。

第１に、明治憲法の保障する権利が人権・自然権ではなかった点について

は、明治憲法の問題点というよりも、同時代の思想の反映であるという一面

がある。以上の各権利宣言においても、「フランス人の公権」「ベルギー人の

権利」「プロイセン人の権利」の保障にとどまり、人権・自然権の保障はな

されていないのである。「人間」の権利よりはむしろ、その国の「国民」の

権利が眼中に置かれている（２４）といえよう。芦部はその背景として、法実証

主義と立法権の優位を挙げている（２５）が、特に前者が重要であると思われる。

すなわち、「１９世紀中葉から２０世紀初頭にかけてヨーロッパ、とくにドイツ

－２７８－
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で法実証主義の方法論が憲法学においても支配的な潮流になったことである。

法実証主義は、法学の対象を実定法に限定し、自然法的なもの政治的なもの

を排除」する法思想であるから、「国家ないし憲法以前に存在する自然権の

観念は当然に否定される」ことになったのである（２６）。

第２に、権利・自由が「法律の留保」を伴う点については、フランスの場

合、「意見を公表し出版させる権利」は「法律の範囲内で」で保障されるこ

とになっている（７条）。また、プロイセンでは、出版の自由、表現の自由、

集会の自由、結社の自由、団体結成権および信書の秘密につき法律による制

限を明記している（２７条、２８条、２９条、３０条、３１条、３３条）。これらに倣っ

て明治憲法も、居住移転の自由、信書の秘密、言論著作印行集会及び結社の

自由につき「法律の留保」を定めている（２２条、２６条、２９条）（但し、すで

に指摘したように、プロイセン憲法には、居住移転の自由は規定されていな

い。）。これに対し、ベルギーの場合、その自由主義的・民主主義的性格を反

映して、その規定において、出版の自由、結社の自由及び信書の秘密につき

法律による制限は言及されていない（１８条、２０条、２２条）。

第３に、権利宣言の条文数はわずか１５ヵ条であり、自由権に関する規定が

中心で、参政権については公務就任権が規定されているにすぎず、社会権に

関する規定は全くなかった点についてはどうであろうか。各権利宣言の条文

数はフランス→１１ヵ条、ベルギー→２１ヵ条、プロイセン→４０ヵ条で、明治憲

法の１５ヵ条はフランスに次ぐものである。参政権については、フランスでも

平等の公務就任権が規定されているにすぎない。ベルギーとプロイセンの場

合、「政治的権利」や「公民の権利」が言及され（それぞれ４条、３条）、併

せて公務就任権が規定されている（６条、４条）。社会権については、以上

のいずれにも規定されていない。当時、社会権を規定する憲法は例外であっ

た（２７）。

第４に、軍人に関する例外を定め、非常大権、戒厳、緊急命令が規定され

－２７９－権利宣言規定の比較研究（西岡）
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ていた点につき、これらの規定はフランスとベルギーには置かれていない。

これに対し、プロイセンの場合、軍人に関する例外が詳細に規定され（３８条、

３９条）、また緊急命令（６３条）、非常事態における憲法の一時停止（１１１条）

が定められている。この点で、明治憲法は明らかにプロイセンをモデルとし

ているのである。

第５と第６、すなわち、行政訴訟につき列記主義が取られ、裁判所の法律

審査権が認められていなかった点について、とりわけ後者は当時の大陸法で

は一般的な考え方であり、明治憲法もこれを継受しているのである。ちなみ

に、ベルギーでは「法律の有権的解釈は、立法権に専属する」（２８条）との

資料
表１ 憲法の構成

フ ラ ン ス ベ ル ギ ー

前文
フランス人の公権
国王の統治形態
貴族院
代議院
大臣
司法組織
国家によって保障される特別の権利
経過規定

第１編 領土とその区分
第２編 ベルギー人とその権利
第３編 権力

第１章 議院
第２章 国王と大臣
第３章 司法権
第４章 州と市町村の制度

第４編 財政
第５編 武力
第６編 一般規定
第７編 憲法の改正
第８編 経過規定

－２８０－

（２０）



規定がみられる。

以上の点から、明治憲法の権利宣言規定は、制定時の日本の歴史的諸条件

及び同時代の憲法の権利宣言に規定されていたことが分かる。正に同時代の

産物である。

（２４）宮沢・前掲注（１）２６頁。

（２５）前掲注（１）１７‐１８頁。

（２６）芦部・前掲注（１）１７頁。

（２７）宮沢・前掲注（１）２９頁、芦部・前掲注（１）２０‐２１頁。

プ ロ イ セ ン 日 本

前文
第１編 国家の領土
第２編 プロイセン人の権利
第３編 国王
第４編 大臣
第５編 議会
第６編 裁判権
第７編 裁判官の地位に属さない官吏
第８編 財政
第９編 市町村、郡、県、州の連合
一般規定
経過規定

上諭
第１章 天皇
第２章 臣民権利義務
第３章 帝国議会
第４章 国務大臣及枢密顧問
第５章 司法
第６章 会計
第７章 補則

－２８１－権利宣言規定の比較研究（西岡）
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表２ 権利宣言規定

フ ラ ン ス ベ ル ギ ー

・ベルギー人の資格の取得等（４条１項）
・政治的権利行使の要件（４条２項）
・帰化（５条）

・法律の前の平等（１条）
・平等の公務就任権（３条）

・身分制の否定（６条１項）
・法律の前の平等（６条２項）
・公務就任権（６条３項）

・国の租税に対する平等の協力（２条）

・人身の自由の平等の保障、訴追・逮捕の
要件（４条）

・人身の自由（７条１項）
・訴追の要件（７条２項）
・逮捕の要件（７条３項）

・裁判を受ける権利（８条）

・罪刑法定主義（９条）

・住居の不可侵（１０条１文）
・住居捜索の要件（１０条２文）

・所有権の不可侵、その間の差別の禁止
（８条）

・事前の補償によるその制限（９条）

・所有権の不可侵（１１条１文）
・公用収用の要件（１１条２文）

・財産没収刑の禁止（１２条）

・民事死の廃止（１３条）

・信仰を告白し、その礼拝のための平等な
自由（５条）

・信教の自由（１４条１文）
・公開の礼拝の自由（１４条１文）
・それらの自由の行使に係る犯罪処罰の除

外（１４条２文）

・宗派の行事、儀式等への参加強制の禁止
（１５条）

－２８２－
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プ ロ イ セ ン 日 本

・プロイセン人の資格・公民の権利の取得
等、それらの要件の法定（３条）

・日本臣民の要件の法定（１８条）

・法律の前の平等（４条１文）
・身分上の特権の禁止（４条２文）
・平等の公務就任権（４条３文） ・平等の公務就任権（１９条）

・兵役の義務（以下の３４条） ・兵役の義務（２０条）

・納税の義務（２１条）

・法律の範囲内での居住・移転の自由
（２２条）

・人身の自由、その制限の法定（５条） ・法律による逮捕、監禁、審問、処罰
（２３条）

・裁判を受ける権利（７条） ・裁判を受ける権利（２４条）

・罪刑法定主義（８条） ・法律による処罰（２３条）

・住居の不可侵（６条１文）
・住居への侵入、家宅捜査、信書及び文書

押収の法定（６条２文）

・法律の定めたる場合と本人の許諾がある
場合を除く住所の不可侵と捜索の禁止
（２５条）

・所有権の不可侵（９条１文）
・公用収用の要件（９条２文）

・所有権の不可侵（２７条１項）
・公益のため必要なる処分の法定

（２７条２項）

・財産没収刑の禁止（１０条）

・民事死の禁止（１０条）

・国外移住の自由とその制限（１１条１項）
・退去金徴収の禁止（１１条２項）

・信仰告白、宗教団体の結成、屋内及び公
開の場での宗教活動の自由（１２条１文）

・信仰告白と無関係な市民及び公民の権利
の享受（１２条２文）

・宗教の自由の行使に対する市民及び公民
の義務の優位（１２条３文）

・安寧秩序を妨げず及び臣民たる義務に背
かざる限りでの信教の自由（２８条）

－２８３－権利宣言規定の比較研究（西岡）
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表２ つづき

フ ラ ン ス ベ ル ギ ー

・ローマ・カトリック教、その他のキリス
ト教教派の聖職者に対する国庫からの報
酬（６条）

・聖職者の任命・就任の自由（１６条１項）

・聖職者とその高位聖職者の通信等の自由
（１６条１項）

・民事婚の優位（１６条２項）

・教育の自由（１７条１項）
・公教育の法定（１７条２項）

・法律に従ってその意見を公表し、かつ出
版させる権利、検閲の廃止（７条）

・王政復古までに表明された意見・投票取
調の禁止（１０条）

・意見表明の自由（１４条１文）
・その自由の行使に係る犯罪処罰の除外

（１４条２文）
・出版の自由（１８条１項）
・検閲の禁止（１８条１項）
・保証金要求の禁止（１８条１項）
・国内の出版者等の訴追の禁止

（１８条２項）

－２８４－
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プ ロ イ セ ン 日 本

・宗教団体による社団法人の諸権利の取得
（１３条）

・国の施設とキリスト教の関係（１４条）
・宗教団体の事務の独立性、礼拝等のため

の営造物等の所有と享受（１５条）
・教会保護権とその廃止の要件の法定

（１７条）

・教会の役職を任じる際の任命、推薦、選
挙及び承認の権利（１８条）

・宗教団体とその上位団体との交際の自由
（１６条）

・民事婚の成立要件（１９条）

・学問及び教授の自由（２０条）
・公立学校による青少年の教育、教育を受

けさせる義務（２１条）
・教育を行い、教育施設を設立・管理する

自由（２２条）
・公立及び私立の授業施設・教育施設の国

による監督、官吏としての公立学校教師
の権利・義務（２３条）

・公立の国民学校の設立、国民学校による
宗教の授業、国民学校の対外事務の管理、
公立の国民学校の教師の任用（２４条）

・公立の国民学校の経費、国民学校教師に
対する収入の保障、公立の国民学校にお
ける教育の無償（２５条）

・特別法による教育制度の規律（２６条）

・言語、文書、印刷物及び具象的表現によ
り自己の意見を自由に表明する権利
（２７条１項）

・検閲の禁止、出版の自由の制限の法定
（２７条２項）

・言語、文書、印刷物あるいは具象的表現
による犯罪の、一般刑法による処罰
（２８条）

・法律の範囲内での言論著作印行集会及び
結社の自由（２９条）

－２８５－権利宣言規定の比較研究（西岡）

（２５）



表２ つづき

フ ラ ン ス ベ ル ギ ー

・集会する権利（１９条１項）
・法律によるその権利の規制（１９条１項）
・事前許可の禁止（１９条１項）
・屋外集会における例外（１９条２項）

・結社の権利（２０条）

・請願権（２１条１項）
・団体名での請願権（２１条２項）

・信書の秘密（２２条１項）

・言語使用の自由（２３条）

・公務員の行政行為に対する訴追（２４条）

・徴兵の廃止、陸海軍の募集方法の法定
（１１条）

－２８６－

（２６）



プ ロ イ セ ン 日 本

・事前の当局の許可を受けることなく屋内
で集会する権利（２９条１項）

・屋外の集会における例外（２９条２項）

・同上

・刑事法律に違反しない目的のために団体
を組織する権利（３０条１項）

・この権利と集会の権利の、公安の保持の
ためにする法律による規制（３０条２項）

・政治的結社の制限及び一時的禁止
（３０条３項）

・団体結成権の付与あるいは拒否の要件の
法定（３１条）

・同上

・請願権（３２条１文）
・全体の名の下で行う請願（３２条２文）

・請願の権利（３０条）

・信書の秘密の不可侵、刑事裁判上の捜索
及び戦争の場合に必要な制限の法定
（３３条）

・法律に定めたる場合を除く信書の秘密
（２６条）

・兵役の義務（３４条）
・軍隊の構成、国民軍の召集（３５条）
・武装力（軍隊）使用の要件（３６条）
・軍の軍事裁判管轄権、軍紀（３７条）
・軍隊の集会の禁止、国土防衛隊の集会・

結社の禁止（３８条）
・人身の自由、住居の不可侵・信書及び文

書の押収の法定、集会の自由、結社の自
由、団体結成権の、軍における制限
（３９条）

・封・家族世襲財産の禁止（４０条）
・その例外（４１条）
・土地所有に関する処分権（４２条）

－２８７－権利宣言規定の比較研究（西岡）

（２７）




